
＜　児童手当　制度改正　手続きの流れ　＞

例：小のみ 例：大学卒業後のみ

　　中のみ　など 　　など

　　例：小・高・高 例：小・高 例：小・大

　　　　小・中・高など 　　など 　　など 例：高のみ

　　高・高・高

　　高・大　など

例：小・高・大

　　小・大・大　など

例：高・高・大　など

！！＜手続きの流れ＞の前に、下記チェック項目が全て☑となることを確認してください！！

＜手続きの流れ＞

中学生年代以下のお子さんがいますか

高校生年代または大学生年代のお子

さんがいますか

制度改正

対象外

「認定請求書」を提出してください

※請求者とお子さんの住所が別の場合、

別居監護申立書が必要です。

「認定請求書」及び「監護相当・生計費の負

担についての確認書」を提出してください

「監護相当・生計費の負担に

ついての確認書」を提出して

ください
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３人以上のお子さん（平成14

年4月2日生以降）が いますか

①
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③

は
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大学生年代のお子
さんがいますか

は
い

い
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高校生年代のお子さ

んがいますか

は
い

手続不要

い
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高校生年代のお子さんがいますか

い

い

え

制度改正

対象外

は
い

３人以上のお子さん（平成14

年4月2日生以降）が いますか

い

い

え

制度改正

対象外

□夫婦で共同してお子さんを養育している場合、所得の高い人で請求する。

□請求者が公務員ではない。

※請求者が公務員の場合は勤務先に申請してください。

□請求者が玉名市の住民である。

※玉名市の住民でない場合はお住まいの市区町村に申請してください。

□請求者が所得上限額超過などで、支給対象外ではない。

※所得上限額超過などで児童手当を受給していない場合、必ず請求手続きが必要です。

【チェック項目】

大学生年代のお子さ

んがいますか
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